
３
月
議
会
を
徹
底
解
説
！

３
月
議
会
を
徹
底
解
説
！

議員定数条例関係　議員定数条例関係　町民との意見交換会結果町民との意見交換会結果

3月定例会の概要3月定例会の概要

P6～7P6～7

予算審査特別委員会　主な質疑答弁予算審査特別委員会　主な質疑答弁

������

3月3月

２０２６年５月発行
３月定例会号

3月3月9月9月6月6月 12月12月

町政を問う！8人が一般質問町政を問う！8人が一般質問

議会モニター会議結果議会モニター会議結果

P18～19P18～19

所管事務調査委員会報告所管事務調査委員会報告

P20P20

閉会中の委員会活動　議会のうごき閉会中の委員会活動　議会のうごき

　
令
和
８
年
度
予
算
に
質
疑
集
中

　
令
和
８
年
度
予
算
に
質
疑
集
中

P2～4P2～4

G i k a iG i k a i
清水町議会だより清水町議会だより

T h eT h e

P5P5

P8～16P8～16

P17P17

P21P21

議会ってなあに？議会ってなあに？



2清水町議会だより
令和8年5月185号

議員定数を定める条例の
　　　　　一部改正案を否決否決    

議 員 提 出 議 案

議　　　案 山
本

田
村

只
野

川
上

中
河

鈴
木

橋
本

桜
井

佐
藤

西
山

中
島

深
沼 議決結果

議員定数を定める条例の一部改正につい
て（3/19） × × ○ × × × ○ × × ○ × ○ 否決

議長は採決に加わりません　○：賛成　×：反対
議 員 の 賛 否

３月定例会に提出の「清水町議会の議員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定について」（議員提出議案第１号）
は、定例会最終日の３月19日に審議を行い、採決の結果、賛成４名反対８名で否決されました。（各議員の賛否は下段の
とおり）

議員定数については、議長からの諮問に対し議会運営委員会で検討し答申された内容（詳細は議会だより184号に掲載）
である、現行の13名から２名削減し11名とすることが適当である。
　ついては、次期改選期である令和９年１月の通常選挙から実施するため、本条例改正議案を提出するものである。

３年前の選挙の際、町民の皆様から議員定数を減らしてほしいという声を多く聞いた。そ

の声を重く受けとめ、当選後最初の全員協議会で定数削減を議論したいと発言した。定数は議

会のあり方そのものに関わる問題である。だからこそ町民の声に真正面から向き合い、結論を

出すべきだと考える。

　他自治体の状況も調べたところ、空知管内のある町は人口 9,900 人以上で議員定数 12 人であり削減後も支

障ないとのことであった。また、人口 1 万 4,000 人以上で定数 12 人の町の議員から「議員が多すぎる」との

指摘もあり、議会が機能している実態を確認した。

　清水町議会運営委員会においても、定数を２名削減しても委員会運営できる案が示されており、工夫により

支障は出ないと考える。町民との意見交換会のアンケートでは賛成 17、反対 16 と賛否が分かれたが、議会は

根拠と実態に基づいて判断し、町民に説明できる結論を出す責任がある。人口減少が進み、議員 1 人あたりの

人口数も減っている中、定数を２名削減することが適当であると考える。（一部抜粋）

改正後 改正前

地方自治法（昭和22年法律第67号）第91条第１項の　　
　規定に基づき、清水町議会の議員の定数は11人とする。

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第91条第１項の　　
　規定に基づき、清水町議会の議員の定数は13人とする。

提 出 さ れ た 議 案 の 内 容

提 案 理 由 の 説 明
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特特  集集
pick up!

提案理由

提案者：只野敏彦議員 賛成者：西山輝和議員　深沼達生議員

只

野 敏 彦 議員
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討論
　討論とは、議会の会議において、表決の前に議題となっている
案件に対し、賛成か反対かの自己の意見を表明することを言いま
す。その討論の内容も踏まえて、採決に進みます。

定数削減は住民代表性の低下
や行政監視機能の弱体化を招
き、民意が反映されにくくな
る。議会の役割と地方自治の
根幹を損なうものであり、住
民の利益を害するおそれがあ
るため、本案に反対する。

反
対

川
上 均議員

定数削減のメリット・デメリ
ットは整理され、懸念はある
ものの研さんや意見交換の充
実で対応可能と考える。議論
活性化や活動の見える化も期
待されるため、答申を尊重し
本案に賛成する。

賛
成

西
山 輝和 議

員

意見交換会の民意を踏まえ、
求められているのは削減では
なく町民との対話の充実であ
り、明確な理念と成果を見据
えた議会基本条例を整えた上
で議論すべきと考えるため、
本案に反対する。

反
対

田
村 幸紀 議員

民意反映や行政のチェック機
能にも配慮しつつ検討した結
果、2 名削減し 11 人として
も工夫により議会は機能する
と判断する。人口減少の中で、
身の丈に合った議会の姿とし
て本案に賛成する。

賛
成

橋
本 晃 明 議

員

町の広さが変わらない中での
定数削減は、町民との対話の
場も狭まり意見が届きにくく
なる。実務的支援の維持にも
人数は必要であり、住民対応
の低下を招くため、本案に反
対する。

反
対

中

河つ る 子 議

員

定数削減は慎重に判断すべき
であり、議会の役割や多様性、
機能面から検討する必要があ
る。13 名は必要な人数であ
り、議論を尽くし町民と共有
した上で判断すべきため、本
案に反対する。

反
対

山
本奈 央 議

員

定数削減は議会の質向上を前
提に議論すべきだが、現状は
質疑の重複や議論の浅さなど
資質向上が不十分である。改
革の中身を先に進めるべきで
あり、数だけ減らす本提案に
反対する。

反
対

鈴
木 孝 寿 議

員
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議
員
提
出
議
案
第
１
号

の
議
会
中
継
は
こ
ち
ら

か
ら
←

２月３日・５日に行われた「議会報告会と町民との意見交換会」では、「議員定数と報酬」
について参加者の皆様とグループディスカッション形式で意見交換を行いました。当日
の様子やアンケート結果について、次ページでご紹介いたします。
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令和８年３月12日第２回定例会の只野敏彦議員の一般質問において、町長のプライバシーに関わる不適切な発言があり
ました。その発言は、地方自治法第132条（議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。）
及び議会会議規則第101条（議員は、議会の品位を重んじなければならない。）に抵触するものとして、佐藤幸一議員、川
上均議員から懲罰動議が提出され、懲罰特別委員会が設置されました。
　委員会審査の結果、「公開の議場における陳謝の懲罰を科すべきである」と審査報告があり、採決の結果、報告のとおり
決定し只野議員が陳謝文を朗読しました。賛否は以下のとおり分かれ、各議員から討論がありました。

只野敏彦議員に対して懲罰動議がありました

委員長 : 深沼 達生
副委員長: 田村 幸紀
委 員: 桜井崇裕、西山輝和、中島里司

山
本

田
村

只
野

川
上

中
河

鈴
木

橋
本

桜
井

佐
藤

西
山

中
島

深
沼 議決結果

× ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 報告のとおり決定

議会報告会・町民との意見交換会 を開催しました 

議員定数削減について

　令和７年度の「議会報告会と町民との意見交換会」は、午前と午後の一日２部制で開催し、清水地区（2/3）と御影地区（2/5）
計４回延べ41名の町民の皆様にご参加いただきました。
　より多くの「生の声」を聴く事を目的に、「グループディスカッション方式」を取り入れており、今回はこれまで議会で
議論してきた「議員定数・報酬について」をテーマとし、参加者の皆様から活発なご意見をいただきました。

賛
成
︵
47
％
︶

反
対
︵
45
％
︶

報酬増額について

・人口が減少しているため賛成。
・一般質問によく立つのは半分くらいの方。７人でよい。
・人口が減っているから削減してよい。
・減らして仕事になるのなら賛成。

・定数減によって色々な意見が集まらなくなるのは町民にとってマイナスである。
・議員らしい活動をする議員がいなくなる。逆に定数を増やすべきである。
・過去３回選挙になっているため、なり手不足の理由は見当たらない。
・人口が減っても地域の広さは変わらない。町民の声を拾い上げるためには削減に反対する。

賛
成
︵
67
％
︶

・報酬を上げ、もっと勉強して議会で高度な質問をしてほしい。
・十分な報酬がないと若い人が挑戦できない。
・他町村と比べて低いので、他町村並に上げたらよい。

反
対
︵
28
％
︶

・現状維持でよい。
・定数を減らし、報酬アップを画策しているように見える。
・活性化してから考える事である。

　只野議員は採決に加わりません　○：賛成　×：反対

報告書はホーム
ページでご覧い
ただけます。

  懲罰特別委員会  

反対

山本 奈央議員

本件の発言は町政に係る事実確認の中で発
言したものであり、他人の私生活に対する
言論を目的としていないと考える。議事も
進められており秩序が損なわれたとは言い
難いため、陳謝を求める必要はないと考える。

賛成 議会は政策を議論する場であり、個人の私
生活を取り上げる場ではない。議員は言葉
遣いに責任を持ち、必要な時には自らをた
だす姿勢が求められている。住民からの信
頼を守るため、陳謝は必要と判断する。

反対 町長のプライバシーは公人としての立場上、
論じられるものである。今回の発言は、住
民説明会での町民の声を引用したものであり、
それは議員としての責務でもある。発言も
削除済みのため懲罰は不要と考える。

反対 議員は、町民の意見を聞き、議会で質問し
町としての意思を形成することが仕事である。
只野議員は一般質問後、発言を取り消して
いる。今までの議会運営から見ても今回の
処分は戒告でよいと考える。橋本 晃明 議員 中河  つる子議員

鈴木 孝寿議員
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件名 審議結果
議案第３号 　令和７年度清水町一般会計補正予算（第 13 号）の設定について 原案可決

議案第４号 　令和７年度清水町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）の設定について 原案可決

議案第５号 　令和７年度清水町介護保険特別会計補正予算（第５号）の設定について 原案可決

議案第６号 　令和７年度清水町水道事業会計補正予算（第５号）の設定について 原案可決

議案第７号 　令和７年度清水町下水道事業会計補正予算（第４号）の設定について 原案可決

議案第８号 　職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第９号 非常勤職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第10号 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第11号 　第２号会計年度任用職員の給与に関する条例の一部改正について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第12号 清水町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について 厚生文教常任委員会へ
付託・原案可決

議案第13号 清水町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について 厚生文教常任委員会へ
付託・原案可決

議案第14号 　清水町認定こども園の設置及び管理に関する条例の一部改正について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第15号 　清水町特定教育・保育施設等の利用者負担等に関する条例の一部改正について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第16号 乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第17号 　重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部改正について 原案可決

議案第18号 　清水町国民健康保険税条例の一部改正について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第19号 　児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について 原案可決

議案第20号 　清水町地域包括支援センターの事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について 原案可決

議案第21号 　令和８年度清水町一般会計予算の設定について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第22号 　令和８年度清水町国民健康保険特別会計予算の設定について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第23号 　令和８年度清水町後期高齢者医療保険特別会計予算の設定について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第24号 　令和８年度清水町介護保険特別会計予算の設定について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第25号 　令和８年度清水町水道事業会計予算の設定について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第26号 　令和８年度清水町下水道事業会計予算の設定について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第27号 　清水町美蔓辺地に係る総合整備計画の変更について 予算委員会へ付託
・原案可決

議案第28号 　清水町過疎地域持続的発展市町村計画の変更について 原案可決

議案第29号 　清水町公平委員会委員の選任について 同意
議員提出議案

第1号 　清水町議会の議員の定数を定める条例の一部改正について　 否決

請願第21号 　生産現場に寄り添った農業政策を求める請願 総務産業常任委員会へ
付託・採択

意見案第１号 　生産現場に寄り添った農業政策を求める意見書について 原案可決

　只野敏彦議員に対する懲罰の件について 懲罰特別委員会へ付託
・報告のとおり決定

審議結果

審 果結議令 和 ８ 年 第 ２ 回 定 例 会

第２回定例会
（令和８年３月）

▼
議
案
第
29
号

浪
江
稔
昌
さ
ん
を
公
平
委

員
会
委
員
に
選
任
（
再
）
し

た
い
旨
の
町
長
提
案
が
あ
り
、

議
会
は
同
意
し
ま
し
た
。

浪江 稔昌　さん

▶▷▶▷
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３月定例会
令和８年第２回定例会は、３月

６日から19日までの14日間の会
期で開かれました。

３月定例会の流れ

01
初日（3/6）
町政執行方針、教育行政執
行方針、条例制定（厚生文
教常任委員会に付託）、予
算の設定・条例改正等（予
算審査特別委員会を設置・
付託）、請願（総務産業常
任委員会に付託）

予算審査特別委員会（3/6）
付託された案件を審査する
ため、委員会を設置

一般質問　（3/11～12）
８名16項目の質問

（関連記事　８ページから
16ページ）

本
会
議

予算審査特別委員会
（3/13～18）

付託された案件を審査

総務産業常任委員会
厚生文教常任委員会

（3/6、11）
付託された案件等を審査

最終日　（3/19）
只野敏彦議員に対する懲罰
の件について（報告のとお
り決定）、新年度予算（原案
可決）、議員定数を定める条
例の一部改正について（否決）、
その他条例制定・改正（原
案可決）、計画の変更につい
て（原案可決）、人事案件（同
意）、意見案（原案可決）

02
委
員
会

03
委
員
会

04
本
会
議

05
委
員
会

07
本
会
議

（万円）

原案可決

令和８年度
一般会計予算歳出総額

95億6,500万円95億6,500万円

会計区分
令和８年度

予算額
令和７年度

予算額
前年度比

一般会計 95億6,500 85億8,900 11.4％

特
別
会
計

国民健康保険 12億4,550 12億8,850 ▲ 3.3％

後期高齢者
医療保険

2億4,900 2億1,630 15.1％

介護保険 12億7,440 12億3,230 3.4％

水道事業 4億6,740 5億3,270 ▲ 12.3％

下水道事業 5億3,700 5億2,030 3.2％

６会計予算合計 133億3,830 123億7,910 7.7％

議案第21号（一般会計予算の設定について）について、賛否が分かれ、各議
員から討論がありました。

（懲罰特別委員会（3/17））

（全員協議会（3/12））

06
本
会
議

（只野敏彦議員に対する懲
罰の件について（3/17））

議　　　案 山
本
田
村
只
野
川
上
中
河
鈴
木
橋
本
桜
井
佐
藤
西
山
中
島
深
沼 議決結果

一般会計予算の設定について
（議案第21号）

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決

議長は採決に加わりません　○：賛成　×：反対

清水町議会だより
令和8年5月185号 6

賛
成

川
上 均議員

取り組みを否定するものではないが、財政推計
や全体像が十分に示されていない中で判断する
ことに不安を感じる。いくつかの事業について
は、町民に説明するには材料が不十分であるた
め、本件の一部に反対する。

反
対

山
本奈 央 議

員

人口減少という最大の課題に対し、即効性だけ
でなく中長期的な人口確保につながる政策が盛
り込まれている。課題に真正面から向き合いな
がらも、町の未来を守るための現実的かつ前向
きな提案であると判断し、本件に賛成する。

賛
成

鈴
木 孝 寿 議

員

財政調整基金の取り崩しや公債発行が適切な範
囲内であり、将来負担を最小限にとどめつつ、
財政健全化に配慮した内容となっている。予算
が速やかかつ効率的に執行され、町民サービス
向上に直結することを期待し、本件に賛成する。
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私 た ち の お 金、何 に 使 い ま す か？

こ ん な 質 疑 が あ り ま し た。

？

廃屋解体について、一度人に貸した実績があ
る場合、補助金対象にはならないのか。

務費総総
Q

しみずらぼ事業について、新規事業を提案し
ていくとの事だが、提案された事業についてはどの
ような体制で審査、選定を行うのか。

Q

令和７年度から始まった歯科健診委託料につ
いて、特定健診などの際に行うのか、個人で申込み
をして行うのか。

生費衛衛
Q

A

葬斎場エアコン設置工事について、とても古
い建物だと思うが、今後の改修や建て替えも見据え
てエアコン設置を考えているのか伺う。

Q

A

肥料購入費対策事業補助金について、対象が
しみず有機と防散苦土タンカルの２種類となってい
る理由を伺う。

林業費農農
Q

A

地域活性化商品券について、これまで500円
券を求める声があったが、不便さによって購入を控
えるという声も聞く。今後の対応について伺う。

工費商商
Q

A

育費教教

現在は要件緩和され、貸した実績があっても
補助金の対象となる。要綱もすでに見直し済みであ
る。

町内の団体、外部有識者などで構成するしみ
ずらぼ専用の審査会を構成し審議する予定。審議会
からの答申をもとに最終的には町長が判断をする。

個人で町内医療機関に健診でかかりたい旨を
伝え、予約し受診していただく。予防を目的に受診
する場合のみを対象としている。

葬斎場は、修繕しながら利用する判断をし、
エアコンの設置をする。今後建て替える場合があっ
ても再利用できるものはしていく考え。

国からの農業支援交付を受けるにあたり、昨
今の肥料価格高騰に係る生産者補助内容を農協と協
議した結果、広く農業者に支援できる使用頻度の高
い有機肥料と防散苦土タンカルの２種類を選定した。

500円券を発行するには、商品券の枚数が増
えることによる煩わしさや、印刷経費の増が懸念さ
れているが、多くの方に使い勝手良く利用してもら
える方法を研究していく。

AA

清水高等学校振興会補助金について、今回支
援を拡充するということだが、この具体的な内容に
ついて伺う。

Q

A 今回新たに、地域みらい留学の生徒や下宿し
ている生徒に対し、清水町に住民票を移すこ

とを条件として１人あたり10万円の補助を予定し
ている。

御影公民館・御影分遣所施設更新整備事業に
ついて、現在想定されている場所があれば伺う。

Q

A 最終的には検討委員会で審議することとなるが、
現在の公民館敷地内に公民館と合築すること

を提案する予定である。

※質疑の全容は、６月上旬完成の会議録（ホームページ掲載）をご覧ください。

その後協議により、10月発行の商品券から
500円券での発行を予定しています。
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を 問 う ！町 政 一 般 質 問

３月定例会では、８人の議員が16項目にわたり一般質問を行いました。

※１議員最大３項目まで掲載、質問と答弁は要約し掲載しています。

　一般質問の全文はホームページでご覧いただけます。（３月定例会の内容は６月末に掲載予定です）

一般質問とは、議員が町政全般に関して、
執行機関（町長や行政委員会）にその執行
の状況や将来の方針、住民生活に密接に係
わる事項等について質問をすることをいい
ます。　
　清水町議会では１人の質問時間を答弁も
含めて90分以内としています。

一般質問

鈴木 孝寿　議員　　９ページ

１ 　町内会組織の在り方について
２　まちづくり基本条例の精神に
　反しない町名変更の議論につい
　て
３　本町の農畜産品等を用いての
　国際的な PR の今後の展開につ
　いて

田村 幸紀　議員 　   11ページ

１ 　令和８年度執行方針における
「施策の優先順位」と「町民幸

福度」の整合性
２　まちづくり基本条例の理念に
　基づく「自治のありたい手法」
　と組織の健全性

山本 奈央　議員　　13ページ

１ 　太陽光発電施設の適正な立地
および管理に関する条例整備に
ついて

２　町名変更に関する住民投票条
　例案について
３　町名変更に関する18歳未満
　の参加機会の保障について

中河 つる子　議員　　10ページ

１ 　高齢者福祉の充実への取り組
みについて

佐藤 幸一　議員 　   12ページ

１ 　町名変更に伴う町の財政負担
の町民理解について

２　清水高等学校の間口維持につ
　いて

各議員のページにある「QR コード」を読み込むと、
それぞれ一般質問のやり取り（YouTube 映像）
をご覧になれます。

只野 敏彦　議員 　   14ページ

１ 　町名変更に関する町民説明会
について

２　上下水道管の破損・破裂につ
　いて

橋本 晃明　議員　　15ページ

１ 　清水公園の整備について

川上　 均　議員 　   16ページ

１ 　持続可能な共生型地域交通体
系と公共交通の今後を問う

２　訪問介護サービスを中心とし
　た持続可能な在宅介護体制を問
　う

今月号から議員のイラストが変わりました！
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第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

町内会活動を活性化させる方策は

町内会の負担軽減と維持に向けた
支援体制を強化する町長

　

町
内
会
で
は

会
員
減
少
や

未
加
入
世
帯
の
増
加
で
活
動

が
停
滞
し
て
お
り
、
負
担
金

の
重
さ
も
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
町
は
令
和
８
年
度
か
ら

負
担
金
の
一
部
を
公
費
で
支

援
し
、
町
内
会
と
協
力
し
て

昨
年
３
月
の
一
般

質
問
で
は
、
町
内

会
活
動
の
現
状
や
会
費
の
負

担
、
町
内
会
の
将
来
像
に
つ

い
て
取
り
上
げ
た
。
来
年
度

予
算
で
は
、
町
内
会
の
負
担

軽
減
に
向
け
た
組
織
体
系
の

見
直
し
を
進
め
る
方
針
と
伺

っ
て
い
る
。
今
後
の
町
内
会

活
動
を
ど
の
よ
う
に
活
性
化

し
て
い
く
の
か
伺
う
。

問町
長

ま
ち
づ
く
り
基
本

条
例
の
も
と
進
め

ら
れ
る
町
名
変
更
の
議
論
で

は
、
町
の
評
判
を
下
げ
る
発

言
や
政
治
的
対
立
を
煽
る
言

動
が
見
ら
れ
、
建
設
的
な
議

論
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
の

問

町
名
変
更
は

町
の
将
来
に

関
わ
る
重
要
な
課
題
で
あ

り
、
町
民
に
理
解
の
う
え
判

断
い
た
だ
き
た
い
と
考
え

る
。
こ
れ
ま
で
説
明
会
で
町

の
考
え
や
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ

リ
ッ
ト
、
不
安
へ
の
対
応
を

示
し
て
き
た
が
、
不
十
分
な

点
も
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い

る
。
今
後
は
住
民
投
票
に
向

け
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
情

報
提
供
に
努
め
、
安
心
し
て

判
断
で
き
る
環
境
づ
く
り
に

取
り
組
む
。

町名変更の建設的な議論を促すには

本
町
の
農
畜
産
品
等
Ｐ
Ｒ
の
今
後
の
展
開
は

本
町
で
は
、
ロ
ー

マ
教
皇
庁
や
各
国

大
使
館
で
の
農
産
品
・
文
化

の
Ｐ
Ｒ
を
行
い
、「
第
九
の

町
」
と
し
て
の
国
際
交
流
、

十
勝
若
牛
の
更
な
る
ブ
ラ
ン

ド
化
に
向
け
た
取
組
な
ど
を

進
め
て
き
た
。
こ
う
し
た
積

極
的
な
活
動
に
町
民
の
関
心

も
高
ま
っ
て
お
り
、
今
後
の

展
開
や
方
向
性
に
つ
い
て
町

長
の
考
え
を
問
う
。

問

Ｊ
Ａ
と
連
携

し
て
ロ
ー
マ

教
皇
庁
や
ダ
ラ
イ
・
ラ
マ
法

王
日
本
代
表
部
、
大
阪
府
へ

町
産
の
豆
類
や
牛
肉
を
Ｐ
Ｒ

し
て
い
る
ほ
か
、
ル
ー
マ
ニ

ア
大
使
館
へ
の
黒
に
ん
に
く

提
供
を
通
じ
た
ド
ラ
キ
ュ
ラ

伯
爵
へ
の
献
上
や
、
第
九
合

唱
の
縁
を
活
か
し
た
ド
イ

町
長 国

際
的
発
信
に
よ
り
、
生
産
者
の
意
欲
向
上
、

地
域
間
交
流
、
輸
出
拡
大
を
期
待
し
て
い
る

町
長

鈴木 孝寿　議員

鈴木議員の
一般質問全編

ルーマニア大使館に
にんにくを献上

町名変更は重要課題であり、情報
提供を通じ判断する環境を整える

町長

町
長

役
員
不
足
な
ど
の
問
題
に
も

取
り
組
む
方
針
。
地
域
に
不

可
欠
な
町
内
会
活
動
を
維
持

す
る
た
め
、
地
域
性
を
尊
重

し
つ
つ
支
援
体
制
を
強
化
し

て
い
く
。

声
が
あ
る
。
本
町
は
人
口
減

少
が
進
み
、
現
状
維
持
の
取

り
組
み
は
衰
退
を
意
味
す

る
。
町
名
変
更
は
認
知
度
向

上
の
可
能
性
を
持
つ
選
択
肢

で
あ
る
。
今
後
、
冷
静
で
前

向
き
な
議
論
環
境
を
ど
の
よ

う
に
確
保
し
、
町
民
へ
説
明

し
て
い
く
の
か
伺
う
。

ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
両
大
使

館
へ
の
共
通
食
材
で
あ
る
ビ

ー
ト
糖
の
寄
贈
な
ど
、
独
自

の
繋
が
り
を
活
か
し
た
ブ
ラ

ン
ド
化
を
推
進
し
て
い
る
。

町
産
の
農
産
品
の
国
内
外
へ

の
発
信
に
よ
り
、
販
路
拡
大

や
ふ
る
さ
と
納
税
の
促
進
、

生
産
者
の
意
欲
向
上
を
図
る

と
と
も
に
、
令
和
８
年
度
に

大
使
ら
の
来
訪
を
契
機
と
し

て
、
教
育
や
文
化
を
通
じ
た

地
域
間
交
流
に
よ
る
国
際
理

解
の
深
化
や
、
将
来
的
な
輸

出
拡
大
へ
の
布
石
と
す
る
こ

と
を
目
指
す
。
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第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

今後も早期の気づきと対応及び必要な
支援につなげる体制づくりに努める

（
１
）
一
人

暮
ら
し
や
高

齢
者
世
帯
へ
の
支
援
方
法
に

つ
い
て
は
、
現
在
、
見
守
り

安
心
事
業
や
給
食
サ
ー
ビ
ス

等
の
在
宅
福
祉
サ
―
ビ
ス
を

実
施
し
、
定
期
的
な
訪
問
や

配
食
時
の
声
か
け
を
通
じ
て

安
否
確
認
を
行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
在
宅
支
援
係
の
職

員
が
必
要
に
応
じ
て
訪
問

し
、
状
況
の
把
握
や
関
係
機

関
と
連
絡
を
図
り
、
緊
急
性

の
あ
る
場
合
に
は
医
療
機
関

や
家
族
、
関
係
機
関
と
連
絡

町長

町
長

町
政
執
行
方
針
の
中

で
、
高
齢
者
福
祉
に

つ
い
て
「
住
み
慣
れ
た
地
域

で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
る

た
め
に
、
見
守
り
、
日
常
生

活
を
支
え
る
各
種
の
充
実
に

取
り
組
む
」
と
あ
る
が
、
次

の
２
点
に
つ
い
て
町
長
の
考

え
を
伺
う
。

（
１
）
一
人
暮
ら
し
や
高
齢

者
世
帯
の
方
が
体
調
を
崩
し

た
と
き
、
町
と
し
て
ど
の
よ

う
な
助
け
の
手
を
差
し
伸
べ

る
こ
と
が
で
き
る
か
が
大
事

で
あ
る
。
町
と
し
て
具
体
的

な
方
法
を
考
え
て
い
る
か
伺

う
。

（
２
）
高
齢
者
等
が
心
配
ご

と
を
相
談
で
き
る
の
が
民
生

委
員
だ
と
思
う
。
最
近
、「
自

分
の
町
内
会
の
担
当
民
生
委

員
を
知
ら
な
い
」、
と
の
声

を
聞
く
。
町
内
会
の
総
会
な

ど
の
時
に
、
担
当
の
民
生
委

員
を
紹
介
し
、
町
内
会
員
と

民
生
委
員
の
顔
合
わ
せ
を
し

て
、つ
な
が
り
を
作
る
な
ど
、

相
談
し
や
す
い
関
係
を
作
る

こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え

る
が
い
か
が
か
。

問

中河議員の
一般質問全編

高齢者福祉の充実への
　　　　　　　取り組みは

を
取
り
合
い
な
が
ら
対
応
す

る
体
制
を
整
え
て
い
る
。
今

後
も
早
期
の
気
づ
き
と
対

応
、
必
要
な
支
援
に
繋
げ
る

体
制
づ
く
り
に
努
め
る
。

（
２
）
町
内
会
員
と
民
生
委

員
と
の
繋
が
り
や
相
談
し
や

す
い
関
係
づ
く
り
に
つ
い

て
、
民
生
委
員
は
、
地
域
の

身
近
な
相
談
相
手
と
し
て
、

高
齢
者
の
見
守
り
、
相
談
支

援
を
担
う
、
地
域
に
と
っ
て

重
要
な
存
在
で
あ
る
。
相
談

し
や
す
い
環
境
づ
く
り
の
た

め
に
は
顔
の
見
え
る
関
係
づ

中河 つる子　議員

く
り
が
必
要
で
、
こ
れ
ま
で

も
民
生
委
員
自
身
の
担
当
地

区
に
お
け
る
家
庭
訪
問
、
町

広
報
紙
へ
の
名
簿
掲
載
で
周

知
に
努
め
て
き
た
が
、
地
域

に
よ
っ
て
は
担
当
の
民
生
委

員
が
住
民
に
認
知
さ
れ
て
い

な
い
と
の
声
が
あ
り
、
今
後

は
町
内
会
等
か
ら
の
要
望
に

応
じ
て
紹
介
の
機
会
に
対
応

で
き
る
よ
う
町
民
生
委
員
協

議
会
と
協
議
し
て
い
く
。

介護保険利用ガイド・認知症ケアガイドブック
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（
１
）
令
和
８
年
度

一
般
会
計
予
算
が

１
０
０
億
円
規
模
に
迫
る

中
、
基
金
の
繰
り
入
れ
に
よ

る
財
源
確
保
が
恒
常
化
し
て

い
る
。物
価
高
騰
が
続
く
中
、

町
長
が
「
最
優
先
」
と
掲
げ

た
生
活
の
安
定
に
向
け
た
支

援
策
に
つ
い
て
、
こ
の
１
年

間
の
具
体
的
な
総
括
と
客
観

的
な
評
価
、
そ
れ
が
新
年
度

の
予
算
編
成
に
ど
う
反
映
さ

れ
た
の
か
を
伺
う
。
ま
た
、

大
型
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
継
続

に
よ
り
将
来
負
担
が
増
大
す

る
今
、
私
が
継
続
し
て
求
め

て
い
る「
５
カ
年
財
政
推
計
」

の
策
定
状
況
と
、
次
世
代
へ

の
責
任
あ
る
財
政
運
営
に
つ

い
て
の
認
識
を
伺
う
。

問

令和８年度執行方針における「施
策の優先順位」と「町民幸福度」
の整合性

物価高騰対策を優先しつつ、財政見通し
を踏まえ持続可能な運営を図る町長

生
活
支
援
に

つ
い
て
は
、

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
の
発

行
や
低
所
得
者
世
帯
へ
の
給

付
、
子
育
て
・
福
祉
分
野
の

充
実
な
ど
、
物
価
高
騰
の
影

響
を
最
小
限
に
抑
え
る
べ
く

優
先
的
に
取
り
組
ん
で
き

た
。財
政
運
営
に
つ
い
て
は
、

大
型
事
業
の
本
格
着
手
に
合

わ
せ
、
令
和
８
年
度
中
に

「
中
期
財
政
収
支
の
見
通
し
」

を
策
定
・
公
表
す
る
。
将
来

の
財
政
弾
力
性
を
維
持
し
つ

つ
、
必
要
な
投
資
と
基
金
残

高
の
均
衡
を
適
切
に
図
り
な

が
ら
、
持
続
可
能
な
自
治
体

経
営
に
努
め
て
い
く
考
え
で

あ
る
。 町

長

田村議員の
一般質問全編

多
様
な
意
見
を
聴
取
し
、
議
論
を
尽
く
し
た
上
で
、
最
終
的
に
は
民
主

主
義
の
ル
ー
ル
で
意
思
決
定
を
図
っ
て
い
く
こ
と

町
長

施
策
の
決
定
プ
ロ

セ
ス
は
、
ま
ち
づ

く
り
基
本
条
例
の
理
念
に
基

づ
き
、
透
明
性
を
確
保
し
、

専
門
知
見
か
ら
若
手
職
員
ま

で
多
様
な
声
を
等
し
く
尊
重

す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。

特
に
町
名
変
更
の
よ
う
な
重

大
施
策
に
お
い
て
、
町
長
が

考
え
る
「
自
治
の
あ
り
た
い

姿
」
と
は
何
か
。

　

チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
に
は
賛

同
す
る
が
、
最
前
線
で
働
く

職
員
や
町
民
に
対
し
、
当
た

り
前
の
こ
と
を
正
し
く
誠
実

に
進
め
る
役
場
組
織
で
あ
る

べ
き
だ
。
住
民
説
明
会
で
の

厳
し
い
意
見
を
ど
う
受
け
止

め
、
今
後
の
施
策
運
営
に
反

映
さ
せ
る
の
か
、
町
長
の
真

意
を
伺
う
。

問

組
織
運
営
に

お
い
て
は
、

若
手
職
員
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
の
活
用
や
各
部

課
間
の
情
報
共
有
を
密
に

し
、
現
場
の
課
題
や
柔
軟
な

発
想
を
適
時
政
策
に
反
映
さ

せ
る
な
ど
、
組
織
全
般
で
ボ

ト
ム
ア
ッ
プ
の
意
見
反
映
を

推
進
し
て
い
る
。

　

町
名
変
更
等
の
重
大
施
策

に
つ
い
て
も
、
説
明
会
等
で

頂
い
た
様
々
な
ご
意
見
を
真

摯
に
受
け
止
め
て
い
る
。
私

に
と
っ
て
の
「
地
方
自
治
」

と
は
、
多
様
な
立
場
の
方
々

か
ら
広
く
意
見
を
聴
取
し
、

議
論
を
尽
く
し
た
上
で
、
最

終
的
に
は
民
主
主
義
の
ル
ー

ル
で
あ
る
多
数
決
等
に
よ
っ

て
意
思
決
定
を
図
っ
て
い
く

こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
今

後
も
透
明
性
の
高
い
プ
ロ
セ

ス
を
経
て
、
町
民
の
幸
福
度

町
長

向
上
に
繋
が
る
施
策
を
誠
実

に
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

町
長
が
考
え
る
「
自
治
の
あ
り
た
い
姿
」
と
は

田村 幸紀　議員
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第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

町
名
変
更
に
伴
う
財

政
負
担
が
当
初
の

４
千
万
円
か
ら
１
億
１
千
万

円
あ
ま
り
の
約
2.5
倍
に
増
え

て
い
る
。
住
民
基
本
台
帳
や

戸
籍
シ
ス
テ
ム
の
改
修
費
の

増
加
が
要
因
と
の
事
だ
が
、

な
ぜ
増
え
た
の
か
を
説
明
会

に
来
ら
れ
な
か
っ
た
方
々
に

も
理
解
し
て
い
た
だ
く
方
法

を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思

う
が
考
え
を
伺
う
。

問

町名変更に伴う町の財政負担
を町民に理解してもらうには

将来を見据えた基盤づくりであることを
分かりやすく伝えられるよう努力する

町
名
変
更
に

伴
う
財
政
負

担
が
当
初
の
金
額
か
ら
増
額

と
な
っ
た
理
由
と
し
て
は
、

そ
の
多
く
が
戸
籍
シ
ス
テ
ム

の
改
修
に
要
す
る
費
用
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
他
に
も
プ

ロ
グ
ラ
ム
作
成
に
伴
う
人
件

費
の
増
加
な
ど
の
理
由
も
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

　

町
名
変
更
は
10
年
・
30
年
・

50
年
と
使
い
続
け
る
「
町
の

基
盤
づ
く
り
」
と
考
え
て
い

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
町
民
の
皆
様
に
わ
か
り

や
す
く
伝
え
ら
れ
る
よ
う
努

め
る
。

町長

町
長

清
水
高
校
は
令
和
８

年
度
に
お
い
て
も
３

間
口
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
出
願
数
は
62
名

と
、
昨
年
度
よ
り
微
増
で
あ

る
が
、
定
員
に
は
届
い
て
い

な
い
。

（
１
）
令
和
９
年
度
の
間
口

維
持
に
向
け
て
教
育
委
員
会

の
取
り
組
み
に
つ
い
て
伺

う
。

（
２
）
給
食
の
提
供
に
つ
い

て
再
度
検
討
す
る
考
え
は
な

い
か
。

問

清水高等学校

佐藤議員の
一般質問全編

清
水
高
等
学
校
の
間
口
維
持
対
策
は

今
年
度
は
地
域
み
ら
い
留
学
生
の
サ
ポ
ー
ト
体
制
の
充
実
と

下
宿
生
へ
の
助
成
に
よ
り
学
校
の
魅
力
化
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く

教
育
長

（
１
）
教
育

委
員
会
の
取

り
組
み
に
つ
い
て
、
清
水
高

校
の
間
口
を
維
持
し
、
生
徒

に
選
ば
れ
る
学
校
で
あ
る
た

め
に
は
「
総
合
学
科
で
あ
る

清
水
高
校
な
ら
で
は
の
教

育
」
と
し
て
、
学
校
の
特
徴

や
魅
力
、
生
徒
の
活
躍
の
様

子
な
ど
を
広
く
発
信
し
、
関

心
を
持
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
大
切
だ
と
考
え
る
。

　

令
和
８
年
度
に
お
い
て

は
、
生
活
支
援
員
を
配
置
し

地
域
み
ら
い
留
学
生
へ
の
サ

ポ
ー
ト
体
制
の
充
実
、
下
宿

生
へ
の
助
成
に
つ
い
て
予
算

計
上
し
て
お
り
「
学
校
の
魅

力
化
づ
く
り
」
を
一
層
推
進

し
て
い
く
。

（
２
）
給
食
の
提
供
に
つ
い

て
は
、
道
立
高
校
で
あ
る
こ

と
か
ら
施
設
整
備
や
配
膳
体

制
の
構
築
な
ど
道
教
委
と
協

議
し
解
決
し
な
け
れ
ば
な

町
長

ら
な
い
課
題
が
あ
る
。
ま

た
、
給
食
セ
ン
タ
ー
で
は
約

７
０
０
食
分
の
調
理
等
を
行

っ
て
お
り
、
食
数
を
増
や
す

と
な
る
と
施
設
の
大
規
模
改

修
が
必
要
と
な
る
。
人
的
、

か
つ
時
間
的
な
ゆ
と
り
が
で

き
な
い
こ
と
や
、
調
理
員
の

負
担
が
大
き
く
な
り
安
全
・

安
心
を
守
る
事
が
厳
し
く

な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た

め
、
給
食
提
供
は
難
し
い
も

の
と
考
え
る
。
現
在
は
町
内

の
パ
ン
屋
さ
ん
に
週
３
日
パ

ン
の
販
売
を
し
て
い
た
だ
い

て
お
り
、大
変
好
評
で
あ
る
。

通
い
た
い
と
思
わ
れ
る
よ
う

「
学
校
の
魅
力
化
」
向
上
の

た
め
の
支
援
を
引
き
続
き
実

施
し
て
ま
い
り
た
い
。

佐藤 幸一　議員
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第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

太陽光発電施設に関する条例の整
備を考えているか

太陽光発電施設は把握に限界がある
私有財産に関わるため慎重に検討する町長

　

町
内
の
太
陽

光
発
電
施
設

は
国
の
認
定
情
報
に
基
づ
き

把
握
し
て
い
る
が
、
自
家
消

費
型
を
含
め
た
全
体
把
握
に

は
限
界
が
あ
る
。
撤
去
費
用

は
国
の
制
度
に
よ
り
一
定
程

度
担
保
さ
れ
て
い
る
が
、
倒

産
や
放
置
時
の
対
応
は
課
題

と
考
え
て
い
る
。
現
時
点
で

重
大
な
問
題
は
確
認
さ
れ
て

い
な
い
が
、
景
観
や
自
然

環
境
と
の
調
和
は
重
要
で
あ

り
、
条
例
制
定
は
私
有
財
産

へ
の
制
限
に
も
関
わ
る
た
め

慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

町
内
の
太
陽
光
発

電
施
設
に
つ
い
て
、

件
数
・
出
力
規
模
・
設
置
場

所
・
事
業
者
情
報
を
ど
こ
ま

で
把
握
し
、
一
元
管
理
で
き

て
い
る
の
か
。

　

事
業
者
と
の
情
報
確
認
体

制
、
維
持
管
理
や
撤
去
費
用

の
確
保
、
倒
産
・
撤
退
時
の

対
応
、
耐
用
年
数
到
来
前
ま

で
に
町
と
し
て
ど
う
備
え
る

の
か
。

　

景
観
・
防
災
・
生
活
環
境

の
面
か
ら
現
行
法
令
だ
け
で

十
分
と
い
え
る
の
か
。

　

他
自
治
体
の
例
も
踏
ま

え
、
町
独
自
の
条
例
整
備
が

必
要
で
は
な
い
か
。

問

町
長

住
民
投
票
は
意
思

確
認
な
の
か
、
結

果
に
よ
っ
て
方
針
を
決
定
す

る
も
の
な
の
か
、
そ
の
位
置

づ
け
は
ど
う
か
。

　

成
立
要
件
を
設
け
な
い
理

由
は
。
投
票
率
が
低
い
場
合

で
も
町
全
体
の
意
思
と
い
え

る
の
か
。
住
民
投
票
条
例
の

内
容
を
住
民
協
議
会
等
で
議

問

住
民
投
票
は

町
民
の
意
思

を
直
接
確
認
す
る
手
段
で
あ

り
、
政
策
判
断
の
重
要
な
基

準
で
あ
る
。
賛
否
の
多
い
ほ

町
名
変
更
に
関
す
る
住
民
投
票
条
例
案
の
議
論
は

町
名
変
更
に
関
す
る
中
高
生
の
意
見
募
集
を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
行
う
理
由
は

う
に
沿
っ
て
判
断
す
る
考
え

で
あ
る
。
成
立
要
件
を
設
け

な
い
の
は
投
票
し
た
意
思
を

尊
重
す
る
た
め
で
あ
る
。
住

民
投
票
条
例
案
に
つ
い
て
住

民
協
議
会
を
設
け
る
考
え
は

な
く
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
等
で
意
見
を
把
握
し
て
い

く
考
え
で
あ
る
。
資
料
は
必

要
な
情
報
を
示
し
て
い
る
。

中
高
生
の
意
見
募

集
を
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で

行
う
理
由
は
。
端
末
環
境
に

よ
る
格
差
へ
の
認
識
は
。
学

校
で
直
接
説
明
を
行
わ
な
い

理
由
は
。
将
来
に
関
わ
る
重

要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
以
上
、

よ
り
丁
寧
な
説
明
や
対
話
の

場
、
十
分
な
検
討
期
間
が
必

問

18
歳
未
満
も

ま
ち
づ
く
り

に
参
加
す
る
主
体
で
あ
る
と

認
識
し
て
い
る
。
中
高
生
の

意
見
募
集
は
、
回
答
の
し
や

町
長

回
答
の
し
や
す
さ
や
集
計
の
効
率
性
、
重
複
防
止
の
た
め

町
長

す
さ
や
集
計
の
効
率
性
、
重

複
防
止
の
観
点
か
ら
Ｌ
Ｉ
Ｎ

Ｅ
を
活
用
し
て
い
る
。
学
校

で
の
直
接
説
明
は
行
わ
ず
、

資
料
に
基
づ
く
率
直
な
意
見

を
求
め
て
い
る
。
得
ら
れ
た

意
見
は
、
投
票
年
齢
の
検
討

や
今
後
の
政
策
判
断
の
参
考

と
し
て
活
用
し
て
い
く
考
え

で
あ
る
。

山本議員の
一般質問全編

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
等
で
意
見
を
把
握
す
る

町
長

町
長

論
す
る
考
え
は
な
い
の
か
。

　

公
平
な
判
断
材
料
と
な
る

情
報
提
供
体
制
は
ど
の
よ
う

に
担
保
さ
れ
て
い
る
の
か
。

要
で
は
な
い
か
。
集
め
た
意

見
は
今
後
の
判
断
に
ど
の
よ

う
に
反
映
さ
れ
る
の
か
。

山本 奈央　議員
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第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

只野議員の
一般質問全編

２
月
２
日
、
６
日

に
行
わ
れ
た
町
民

説
明
会
に
つ
い
て
伺
う
。

（
１
）
町
名
変
更
後
の
ふ
る

さ
と
納
税
の
見
通
し
に
つ
い

て
12
月
議
会
で
は
「
寄
附
で

あ
り
、
わ
か
ら
な
い
」
と
の

答
弁
で
あ
っ
た
が
、
町
民
説

明
会
で
は
５
年
で
２
億
円
の

増
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
根
拠
を
伺
う
。

（
２
）
資
料
の
「
商
工
会
、

観
光
協
会
、
農
協
か
ら
も
賛

同
を
得
て
い
る
」
と
の
文
言

は
、
各
団
体
で
ハ
レ
ー
シ

ョ
ン
が
起
き
て
い
る
と
聞
く

が
、ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

（
３
）
清
水
地
区
の
説
明
会

で
、
企
業
や
ス
ー
パ
ー
の
誘

致
の
話
が
あ
り
、
御
影
の
説

問

町名変更に関する町民説明会
でのふるさと納税増の根拠は

制度改正や寄附状況を根拠に期待値を示した町長

（
１
）
５
年

間
で
２
億
円

の
増
加
と
い
う
期
待
値
を
示

し
た
。
根
拠
に
つ
い
て
は
、

ふ
る
さ
と
納
税
制
度
の
今
後

の
改
正
内
容
お
よ
び
寄
附
状

況
を
鑑
み
て
、
１
年
に
つ
き

４
千
万
円
の
増
と
決
め
た
。

（
２
）
各
団
体
の
代
表
者
と

の
意
見
交
換
に
お
い
て
前
向

き
な
言
葉
を
い
た
だ
い
て
い

た
こ
と
か
ら
、
賛
同
を
い
た

だ
い
て
い
る
も
の
と
解
釈
し

記
載
し
た
。
説
明
会
後
に
関

係
者
か
ら
組
織
と
し
て
は
決

定
し
て
い
な
い
旨
の
指
摘
を

い
た
だ
き
、
資
料
に
つ
い
て

は
修
正
し
使
用
し
て
い
る
。

（
３
）
任
期
中
に
企
業
誘
致

町
長

計画的な点検と更新を実施している町長

昨
年
、
埼
玉
県
八

潮
市
で
下
水
道
管

の
腐
食
・
破
損
が
原
因
で
道

路
陥
没
事
故
が
発
生
し
、
京

都
市
、
鎌
倉
市
、
長
崎
市
、

所
沢
市
、
横
須
賀
市
で
は
水

道
管
が
破
損
・
破
裂
す
る
事

故
が
起
き
て
い
る
。
清
水
町

に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
対

策
を
講
じ
て
い
る
の
か
伺

う
。 問

全
国
的
に
上

下
水
道
施
設

の
老
朽
化
対
策
の
重
要
性
が

改
め
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

本
町
に
お
い
て
も
計
画
的
な

点
検
と
更
新
を
実
施
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

町
長

上下水道管の破損・破裂対策は

明
会
で
は
資
料
も
追
加
さ
れ

た
が
具
体
的
な
計
画
が
あ
っ

て
の
説
明
で
あ
っ
た
の
か
。

（
４
）
説
明
会
に
参
加
し
、

清
水
町
と
い
う
名
称
に
愛

情
・
愛
着
を
持
っ
て
い
る
町

民
が
多
い
と
感
じ
た
。
住
民

投
票
の
実
施
は
町
を
二
分
す

る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ど

の
よ
う
に
考
え
る
か
伺
う
。

に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

（
４
）
意
見
が
分
か
れ
る
こ

と
は
必
然
だ
と
考
え
る
。
た

だ
、
何
ら
か
の
方
法
で
方
向

性
は
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
方
法
が
住
民
投
票

で
あ
る
と
考
え
る
。
結
果
を

受
け
入
れ
、
町
全
体
で
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
た
め
、
そ
の
こ
と
を
町

民
へ
伝
え
て
い
く
。

住民説明会の様子

只野 敏彦　議員
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第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

町
民
の
憩
い
の
場

で
あ
り
、
町
外
か

ら
訪
れ
る
観
光
客
も
楽
し
め

る
清
水
公
園
の
整
備
に
つ
い

て
、
町
長
の
考
え
を
伺
う
。

（
１
）
清
水
公
園
を
ど
の
よ

う
な
場
所
に
し
た
い
の
か
。

（
２
）
老
朽
化
部
分
の
更
新

は
進
ん
で
い
る
か
。

（
３
）
昨
秋
閉
店
し
た
飲
食

店
の
営
業
再
開
は
で
き
そ
う

か
。

（
４
）
清
水
公
園
が
道
の
駅

的
な
役
割
を
果
た
せ
な
い

か
。
ト
イ
レ
、
駐
車
場
の
拡

充
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る

か
。

（
５
）
清
水
公
園
整
備
計
画

に
は
体
育
館
跡
地
利
用
が
含

ま
れ
て
い
る
。
基
金
を
温
存

し
、
新
体
育
館
建
設
を
早
め

る
た
め
に
、
御
影
公
民
館
・

支
所
の
建
て
替
え
は
改
善
セ

ン
タ
ー
の
増
改
築
で
実
現
で

き
な
い
か
。

問

観光拠点として整備を進めつつ、イン
フォメーション的な機能や既存施設の
有効利用を検討する

町長

（
１
）
清
水

公
園
は
町
民

の
憩
い
の
場
で
あ
る
と
と
も

に
、
町
の
玄
関
口
に
あ
る
重

要
な
景
勝
地
の
一
つ
で
あ

り
、
観
光
拠
点
と
し
て
も
位

置
付
け
て
い
る
。

（
２
）
計
画
的
に
更
新
や
改

修
を
行
っ
て
お
り
、本
年
度
、

老
朽
化
し
た
木
製
階
段
を
撤

去
し
た
。
池
周
囲
の
護
岸
整

備
等
を
順
次
進
め
て
い
る
。

（
３
）
飲
食
店
の
営
業
再
開

に
つ
い
て
は
事
業
主
と
協
議

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

清水公園の整備を
　どのように考えているか

町
長

（
４
）
飲
食
店
の
今
後
、
体

育
館
移
転
後
の
跡
地
利
用
を

含
め
、
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ

ン
的
な
機
能
や
既
存
施
設
の

有
効
利
用
を
検
討
し
、
大
き

く
費
用
を
か
け
な
い
中
で
、

再
整
備
基
本
構
想
な
ど
も
参

考
に
し
て
取
り
組
み
を
継
続

し
た
い
。

（
５
）
御
影
公
民
館
・
消
防

署
御
影
分
遣
所
の
実
施
設
計

が
で
き
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、

基
金
の
状
況
や
起
債
を
含

め
、
体
育
館
に
つ
い
て
の
検

討
を
始
め
た
い
。

橋本議員の
一般質問全編

春
の
清
水
公
園
の
様
子

橋本 晃明　議員
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第２回定例会
町政を問う！ 一般質問

川上議員の
一般質問全編

深
刻
な
運
転
手
不

足
に
よ
り
従
来
の

委
託
事
業
の
持
続
可
能
性
が

危
ぶ
ま
れ
る
中
、住
民
の「
交

通
権
」
を
守
る
こ
と
は
最
重

要
で
あ
る
。
特
に
交
通
空
白

地
で
あ
る
御
影
地
区
へ
の
住

民
参
加
型
の
公
共
ラ
イ
ド
シ

ェ
ア
の
導
入
や
、
社
会
福
祉

協
議
会
に
よ
る
既
存
サ
ー
ビ

ス
を
活
用
し
た
帯
広
方
面
の

専
門
病
院
へ
の
移
送
サ
ー
ビ

ス
拡
充
の
ほ
か
、
民
間
委
託

の
限
界
を
鑑
み
、
ス
ク
ー
ル

バ
ス
や
除
排
雪
、
高
齢
者
へ

の
給
食
配
送
、
町
民
バ
ス
な

ど
を
町
が
一
体
的
に
管
理
す

る
「
直
営
・
複
合
管
理
体
制
」

へ
の
移
行
と
災
害
対
応
力
強

化
に
つ
い
て
伺
う
。

問

持続可能な共生型地域交通体系
と公共交通の今後を問う

公共ライドシェアを念頭に調査を進める
スクールバス直営化は慎重に判断していく町長

ラ
イ
ド
シ
ェ

ア
導
入
に
関

し
て
は
、
自
治
体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ

が
主
体
と
な
る
「
公
共
ラ
イ

ド
シ
ェ
ア
」
を
念
頭
に
、
タ

ク
シ
ー
事
業
者
と
の
意
見
交

換
や
他
地
域
の
調
査
を
進
め

て
い
き
た
い
。
ま
た
、
通
院

支
援
に
つ
い
て
は
社
会
福
祉

協
議
会
へ
の
委
託
や
清
水
高

校
通
学
バ
ス
の
活
用
に
よ
り

維
持
を
図
っ
て
お
り
、
今
後

も
実
態
に
即
し
た
支
援
を
検

討
し
て
い
く
。
な
お
、
ス
ク

ー
ル
バ
ス
等
の
直
営
化
は
、

民
間
育
成
や
コ
ス
ト
増
の
観

点
か
ら
慎
重
に
判
断
す
べ
き

と
考
え
る
。

町
長

民間主体を基本としつつ、関係機関との連携を強化し
事業運営していく

町長

人
手
不
足
や

移
動
コ
ス
ト

の
増
大
に
よ
り
事
業
運
営
が

厳
し
い
状
況
に
あ
る
と
認
識

し
て
い
る
。
サ
ー
ビ
ス
の
供

給
低
下
は
在
宅
生
活
の
継
続

を
困
難
に
す
る
重
大
な
課
題

で
あ
る
。
ま
ず
は
民
間
主
体

の
サ
ー
ビ
ス
維
持
を
基
本
と

し
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
公

設
民
営
や
直
営
の
事
例
も

参
考
に
し
な
が
ら
、
関
係
機

関
と
の
連
携
を
強
化
し
て
い

く
。
介
護
人
材
の
確
保
に
つ

い
て
は
、
資
格
取
得
費
用
の

助
成
に
加
え
、
町
独
自
の
支

援
策
や
外
国
人
材
の
受
け
入

れ
に
つ
い
て
も
、
財
政
負
担

や
他
職
種
と
の
バ
ラ
ン
ス
を

考
慮
し
つ
つ
、
総
合
的
に
検

討
し
て
い
き
た
い
。

町
長

本
町
の
訪
問
介
護

事
業
は
民
間
事
業

者
の
撤
退
が
相
次
ぎ
、
町
外

業
者
に
依
存
す
る
不
安
定
な

現
状
に
あ
る
。
住
民
が
住
み

慣
れ
た
地
域
で
最
期
ま
で
暮

ら
す
た
め
の
柱
で
あ
る
「
在

宅
介
護
」
を
ど
う
守
る
の

か
、
今
後
の
供
給
停
止
の
リ

ス
ク
に
対
し
、
車
両
費
や
燃

料
代
、
各
種
手
当
の
新
設
と

い
っ
た
町
独
自
の
緊
急
支
援

の
実
施
、
さ
ら
に
は
「
公
設

民
営
」
や
「
直
営
」
に
よ
る

事
業
展
開
の
必
要
性
と
、
介

護
従
事
者
へ
の
家
賃
補
助
や

就
業
手
当
の
新
設
、
外
国
人

労
働
者
の
採
用
・
定
着
に
向

け
た
日
本
語
教
室
の
開
催
な

ど
、
踏
み
込
ん
だ
人
材
確
保

策
の
考
え
を
伺
う
。

問

訪問介護サービスを中心とした持続可能な
在宅介護体制を問う

川上　均 議員
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議会モニター会議 を 開 催 し ま し た議会モニター会議
２月１７日（火）に令和７年度第２回モニター会議が開催されました。
当日はモニター６名が参加し、議会運営委員会（橋本委員長）の進行のもと活発な意見交換が行われました。
意見・回答ついて、一部をご紹介します。（議事録や全体の意見は議会ホームページに掲載しています。）

議会を傍聴して感じたこと

・作況調査の行政報告があり、意見が取り上げら
　れていてよかった。
→定例会前の議会運営委員会の段階ではなかった
　ので、執行側に申し入れた。

・山積する課題に住民を巻き込んで打開策を見出
　してほしい。
→議会、議員として受け止めたい。

議会のホームページや中継を見て感じたこと

・同じ内容を何度も繰り返している印象がある。
→次に活かしていきたい。

・中継を見ていて、立ち上がる時、ジャケットの
　ボタンがとまっていないのが気になった。
→だらしなくないよう、中継でどのように映って
　いるか考えていきたい。

議会だよりを読んで感じたこと

・どの議員が何の委員会に所属しているか示して
　ほしい。
→議会だより184号から載せるようにした。

・「議会ってなあに」で議員の役割や議会の進め
方が端的に説明され、わかりやすかった。
→参考図書を見ながら、小学生でもわかるように
　と工夫して載せている。

議会の進行でよくわからないこと

・一般質問が長い、もっと簡潔にできないのか。
　また、質問の重複を避けることはできないのか。
→他の人と重なる部分は質問を避けるように言っ
　ている。わかりやすい整理を心掛けている。

・執行側が答弁したことを実行したかどうかチェ
　ックも必要ではないか
→意見として受け止める。

その他

・清水高校模擬議会について、高校生の質問がハ
　キハキしていて良かった。理事者の答弁もわか
　りやすかった。
→今年度から指導回数を２回増やして取り組んだ。
　また、高校生個々の取り組みも良かった。

・なじる言葉は聞きたくない。
→不規則発言には議長が対応していく。

清水町議会モニター清水町議会モニター

出田　牧子　さん
北村　光明　さん
三浦　明彦　さん
吉國　和則　さん
髙橋　みさお　さん
大林　さおり　さん
谷 　 真 一　さん
高 田 　 光　さん

議会モニターは、令和７年度か
ら２年の任期で活動していただ
いています。
引き続き令和８年度もよろしく
お願いいたします。

17 清水町議会だより
№185　2026年5月
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令和8年2月10日

　防災意識の風化を防ぎ、継続的な備えの重要性を再認識するため、本町の防災体制の現状と、先進地である音

更町を視察・調査した。

清水町の防災体制について総 務 産 業
常 任 委 員 会

委 員 会 レ ポ ー ト

【音更町の防災体制について】
　音更町では、専門部署を設置し元自衛官による推進員を配置し

て全庁的な防災体制を強化している。自主防災組織は町内会単位

で組織化を進めおり、防災倉庫を各組織ごとに１つ設置すること

を目標としている。防災リーダー育成では町が資格取得費用を補

助しており、資格を取得した方が団体を立ち上げて活動している

など、住民を主体とする取り組みの充実が図られている。避難行

動要支援者の個別避難計画は、保健福祉部局や地域と連携して策

定を進めている。訓練は多様で実践的な内容を重視し、住民主体の避難所運営や宿泊体験を通じてノウハウを蓄

積している。さらに車中避難場所やペットへの対応、情報伝達の多層化、備蓄や協定の充実など総合的な対策を

講じている。一方で、個別避難計画策定件数の増加更新や無関心層のアプローチ、外国人支援などが課題である。

【まとめ】
無関心層へのアプローチが課題となっているが、行政側から防災知識を共有する機会を増やすことや、民間団

体と連携して外国人住民等へのサポート体制を構築することが将来的なリスク管理につながると考えられる。

　今回の調査を通して、「公助・共助・自助」を明確化し、計画的に町民を巻き込んだ体制整備を目指すことが

何よりも重要である。

川上委員長 橋本副委員長 桜井委員 佐藤委員 西山委員山本委員

\ 総
務

産業常任委員会 /

音更町役場危機対策課・商工観光課
清水町役場総務課

【清水町の防災体制について】
本町の職員動員体制は、災害規模に応じ４段階を設定し、第３非常

配備体制では全職員が応急活動に従事する。発災後は迅速な初動マニュ

アルの運用として、数時間以内に情報把握・職員参集・本部設置を完了

し、段階的に復旧へ移行する体制を整えている。課題である情報伝達は

防災無線やメール、ホームページ、SNS 等を併用して全町民に情報が行

き届くよう配慮されている。避難基準は５段階で、特にレベル３（高齢

者等避難）・４（全員避難）の周知を徹底。その他、危険区域を明記し

たガイドマップの配布や実践的な訓練、民間連携（キッチンカーによる

音更町役場にて説明を受ける

炊き出しやトレーラーハウスの仮設住宅化など）も行っている。

　住民の自助意識のさらなる醸成と、防災情報を正しく理解し行動するための教育、自主防災組織持続のための

次世代担い手育成が急務となっている。今後、冬季における避難訓練の実施や備蓄場所の確保、職員のさらなる

対応能力向上が継続的な課題となっている。

道の駅おとふけ敷地内にある
防災備蓄倉庫
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委 員 会 レ ポ ー ト

厚 生 文 教
常 任 委 員 会

本調査は、今年度より本格始動した小中一貫教育体制下における英語教育の実施状況を把握し、児童の学習

意欲向上と「生きた英語」の習得に向けた課題を整理し、町政への提言に繋げることを目的に実施した。

【小中一貫教育による指導体制について】
　本町は、こども園や小学校低学年から英語教育に取り組んで

いる。ＡＬＴ２名と英語活動講師、担任によるチーム指導体制

を確立し、令和６年度からは小中一貫教育の加配を受け、中学

校英語教諭が小学校で授業を行っている。低学年では独自教材

により担任の負担軽減と英語に親しむ環境の両立を実現している。

加配教諭が高学年の授業・評価を担い円滑な接続が図られており、

令和８年度は３～６学年へ拡充予定である。

【授業視察と意見交換】
　中学年までの「親しむ英語」から、高学年では評価を伴う学習強度の高いフェーズへ移行する実態を確認した。

意見交換では、英検助成の対象拡大や、将来的な人的資源の継続確保に対する不安も示された。

【まとめ】
英語教育をより実効性のあるものとするため、以下の事項を提言する。①評価がプレッシャーとなり、英語が

学校の楽しさを損なわないよう配慮すること。②加配に依存しない人的確保に努めること。現場との温度差解消

に向け、教育ビジョンと財政支援の方針を明確に示すこと。③英検助成の対象を拡大し、挑戦を後押しすること。

④英語を使った地域貢献プロジェクトの創出などを検討すること。⑤個別指導や ICT を活用し、「誰一人取り残さ

ない」教育の質を確保すること。

田村委員長 只野副委員長 鈴木委員 中島委員 深沼委員中河委員

\ 厚
生

文教常任委員会 /

令和8年1月28日

英語教育の現状について
清水小学校、学校教育課

清水小学校にて説明を受ける

清水小学校４年生の
外国語活動の様子

【委員間協議】
　 各 委 員 か ら は 、「『 習 う 英 語 』 か ら 『 使 う 英 語 』 へ の 転 換 策 と し て 、 実践の場を創出すべく、町内の外国

人住民や企業と連携した『生きたアウトプット』の機会が必要であること」、「地域資源を活かした企業と児童

の連携事業として、外国人労働者の言語圏や目的の違いという課題を乗り越え、共通言語としての英語を通じ、

児童が企業と協力して多言語案内を作成するなど、 実戦的コラボ

レーションを模索すべきであること」、「習熟度と登校状況への配

慮という観点から、 家庭環境による習熟度の差や、 欠席がちな児

童が取り残されないよう、 きめ細かな個別フォロー体制の確立に

も十分留意すること」、「教育行政と教育現場の連携強化を図るた

めに、 現場が戸惑いなく指導に専念できるよう、 教育委員会は教

育全般の指針や方向性、予算裏付けを含む『目指すべきビジョン』

を明確に示すべきであること」などについて、課題が提示された。
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自治功労者表彰を
受賞（２/ ６）

佐藤幸一議員が全国町村議
会議長会の自治功労者表彰
を受賞され、第２回定例会

（２月15日～５月14日）

２
月 17日　議会モニター会議

18日・24日　全員協議会

24日・27日　議会運営委員会

３
月 6日・11日・12日・17日・19日

　第2回町議会定例会

6日・13日・16日・17日・18日　
　予算審査特別委員会

6日・11日　総務産業常任委員会

6日・11日　厚生文教常任委員会

11日・13日 　議会運営委員会

12日・16日　全員協議会

17日　懲罰特別委員会

19日　広報広聴常任委員会

４
月 7日・23日・28日　広報広聴常任委員会

13日・28日　議会運営委員会

20日　全員協議会

議 会 の う ご き

議会議会 TOPICSTOPICS
トピックストピックス

◇総務産業常任委員会
・清水町の特産品の販売に係る現状と課題について
・その他所管に関する事項について
◇厚生文教常任委員会
・部活動のあり方と連携について
・その他所管に関する事項について
◇広報広聴常任委員会
・議会広報紙の編集及び発行について
・その他議会の広報及び広聴に関する事項について
◇議会運営委員会
・議会活性化について
・議会の運営とその諸規定について
・議長の諮問に関する事項について

議会中継を
YouTube で視聴できます

QR コード

【URL】  https://www.youtube.com/
channel/UCqFSzkMm12MoenvpvXcePtA

本町議会の生中継や過去動画は、
ユーチューブにおいて配信しています。
ぜひパソコン、スマートフォンなど
からアクセスし、ご視聴ください。

閉 会 中 の 委 員 会 活 動

の１日目に表彰状の伝達が行われました。今回の受賞は、
町村議会議員として15年以上在職・功労のあったこと
によるものです。

カラーページが
２ページ増えま
した︕︕

（P2・P21）
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議 会 っ て な あ に ？

新コーナー！

「議会って、なんだかむずかしい…」

そんなイメージをなくすために、議会について

やさしくわかりやすくお届けするコーナーです。

議会を知ることは、まちづくりに関わる第一歩！

まずは知ることから、一緒に始めてみませんか？

一般質問とは

議員が町の仕事や方針について、町長や教育長などに質問し、考えや対応を

　ただすものです。町民の皆さんの声や要望をもとに行われます。

　清水町では、１人の質問時間を答弁も含めて90分以内としています。

　初回の質問は全て一括して行い、再質問は一問一答で行います。

一般質問と質疑

NO.4

質疑とは

　議員が議案提出者に、議案について問いただすことです。議案と関係ないこ

　とを　聞いたり、議員が意見を言ったりすることはできません。清水町では、

　質疑は一問一答で行いますが、項目ごとに３回までとしています。

傍聴とは

　議会をどなたでも自由に見たり聞いたりできるしくみです。

　町の取り組みや課題がどのように話し合われ、決められているのかを直接知

　ることができます。

議会の傍聴

議会を傍聴してみませんか？
議場は役場３階にあり、傍聴席は議場入り口の隣にあります。

入口前にある傍聴人受付票に氏名・住所・人数を記入し、受付箱

に投函していただくと傍聴することができます。

議案や資料をご覧になりたい方は、貸し出し（使用後必ず返却）

ができますので、傍聴席入口正面の事務局までお申し出ください。

・議場での秩序を守り、議会の円滑な進行を妨げないようお願い

　します。

・写真、ビデオ等の撮影または録音が必要な場合は、あらかじめ

　議長の許可を得るようお願いします。

・飲食をしないようお願いします。

・携帯電話はマナーモードにするか、電源をお切りください。

議会傍聴のきまり
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西山　幸子　さん  

清 水 町 民 に
イ ン タ ビ ュ ー

町内外でバドミントンを指導町内外でバドミントンを指導

　「大きな大会や合宿ができる規模の体育館を！」　「大きな大会や合宿ができる規模の体育館を！」

︱
自
己
紹
介
を
お
願
い
し

ま
す家

業
を
し
な
が
ら
町
内
外

で
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の
指
導
を

し
て
い
ま
す
。
選
手
と
し
て

も
各
大
会
に
出
場
し
て
お
り
、

平
成
30
年
に
は
、
全
日
本
シ

ニ
ア
大
会
に
出
場
し
ま
し
た
。

昨
年
よ
り
清
水
町
バ
ド
ミ
ン

ト
ン
協
会
の
会
長
を
し
て
い

ま
す
。

︱
清
水
町
に
は
ど
の
く
ら

い
愛
好
者
が
い
ま
す
か

　

清
水
ジ
ュ
ニ
ア
少
年
団
（
小

学
生
17
名
・
中
学
生
８
名
）、

高
校
生
や
社
会
人
の
方
８
名

ほ
ど
が
練
習
に
来
て
い
ま
す
。

｜
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
を
始
め

た
き
っ
か
け
は

家
に
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の

ネ
ッ
ト
が
張
っ
て
あ
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
す
。
小
学

４
年
生
頃
か
ら
庭
で
練
習
し

て
い
ま
し
た
。
本
格
的
に
始

め
た
の
は
中
学
２
年
生
か
ら

で
す
。
ほ
か
に
も
、
ス
ピ
ー

ド
ス
ケ
ー
ト
も
習
っ
て
い
ま

し
た
。

｜
家
業
と
バ
ド
ミ
ン
ト
ン

の
両
立
に
つ
い
て

夕
方
の
牛
の
世
話
、
搾
乳

の
後
、
旭
山
の
体
育
館
や
清

水
の
体
育
館
へ
行
き
、
指
導
・

練
習
を
し
、
帰
っ
て
来
て
か

ら
家
事
を
し
て
い
ま
し
た
。

今
ま
で
は
義
母
が
食
事
の
用

意
を
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
、

こ
れ
か
ら
は
私
が
恩
返
し
を

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

｜
議
会
や
町
へ
の
要
望
は

新
し
い
体
育
館
を
建
て
て
、

小
学
生
の
大
会
を
町
内
で
行

え
る
よ
う
に
し
た
い
で
す
。

体
育
館
と
隣
接
し
て
宿
泊
施

設
が
あ
れ
ば
、
実
業
団
の
合

宿
誘
致
も
で
き
る
と
思
い
ま

す
。

（
聞
き
手　

広
報
広
聴
常
任

委
員
会　

中
河　

つ
る
子
）

今 号 の 表 紙
御影中学校の入学式の様子です。
小学１年生として一歩を踏み出してか
ら６年。たくさんの「初めて」に出会
い、乗り越えてきました。新たに中学１年生となる
今、次に向かう心構えを持ちそれぞれの歩みを進め
ます。今しかできない経験を大切にしながら中学校
生活を精一杯楽しんでほしいと願っています。

　　表紙担当　広報広聴常任委員会　佐藤　幸一

6月11日木
             10：00開会

令和８年６月定例会は、６月11日に開

会を予定しています。

詳細は、6月上旬に発行する新聞チラシ

折込をご覧ください。

次 回 の 定 例 会

広報広聴常任委員会では、議会だよりをより身近に感じていただき、多くの方に読んでいただけるよう、
愛称の変更を検討しています。
お持ちのアイディアがございましたら、広報広聴常任委員会までお寄せください！

「 清 水 町 議 会 だ よ り 」 の 愛 称 を 一 緒 に 考 え ま せ ん か ？「 清 水 町 議 会 だ よ り 」 の 愛 称 を 一 緒 に 考 え ま せ ん か ？

〈応募方法〉
その1　　【フォームから応募】右記の QR コードよりフォームに記入・送信
その2　　【はがきで応募】氏名、新愛称、その愛称にした想いなどを記入・ポストに投函
　　　　　（清水町南4条2丁目2番地　議会事務局宛）
その3　　【FAX で応募】その2と同じ内容を FAX で送信（FAX 番号　0156-62-5160）

にしやま さちこ


